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凡例 a日時  b場所  c内容  d対象  e定員  f講師  g料金（記載がない場合は無料）  h持ち物  i申込  j問い合わせ  n田無庁舎敷地内  o保谷庁舎敷地内

広報

６月は、市・都民税普通徴収
第１期の納期です。

～納付には、便利な口座振替を～▲

納税課np042－460－9831

届け出・税
証明書コンビニ交付サービス
　利用者証明用電子証明書が搭載され
たマイナンバーカードをお持ちの方は、
各種証明書を窓口よりも100円安く取
得できるコンビニ交付サービスをご利
用いただけます。
※利用者証明用電子証明書の暗証番号
（４桁）の入力が必要です。
a午前６時30分～午後11時（12月29
日～翌年１月３日およびメンテナンス
日を除く）
bマルチコピー機が設置されている
全国の主要なコンビニエンスストア
□取得できる証明書
● �住民票の写し（住民票コードは記載
されません）

●�印鑑登録証明書（事前に印鑑登録を
されている方のみ）

●�戸籍の全部事項（謄本）証明書・個人
事項（抄本）証明書・附票の写し（原
則住所・本籍が西東京市の方のみ）

●�市民税・都民税課税（非課税）証明書
（最新年度分）
※詳細は市kまたは下記へ▲

市民課np042－460－9820
　　　　op042－438－4020

都立霊園申込書の配布
　都立霊園の申込書を６月15日㈭ご
ろから次のとおり配布します。詳細は
下記へお問い合わせください。
b市民課（田無庁舎２階、防災・保谷
保健福祉総合センター１階）、出張所▲

市民課np042－460－9820
　　　　op042－438－4020

市税の夜間納付相談窓口

a６月27日㈫・29日㈭午後８時まで

b納税課（田無庁舎４階）
c市税の納付および相談、納付書の
再発行など▲

納税課np042－460－9832

東京都介護支援専門員
実務研修受講試験

福祉

□試験日　10月８日㈰
□受験要項　６月１日㈭～30日㈮に、
高齢者支援課（田無第二庁舎１階、防
災・保谷保健福祉総合センター１階）、
出張所、都庁で配布
※郵送希望者は250円分の切手を貼っ
た「角２サイズ」の返信用封筒を同封し、
東京都福祉保健財団人材養成部介護人
材養成室ケアマネ試験担当（〒163－
0719新宿区西新宿２－７－１小田急
第一生命ビル19階）へ▲

高齢者支援課np042－420－2816

庁舎窓口に手話通訳者を配置
　各課での手続や相談の際にご利用く
ださい。
□配置場所・時間　午後１時～５時
防災・保谷保健福祉
総合センター１階 田無庁舎１階

６月７日㈬ ６月16日㈮
７月５日㈬ ７月21日㈮

※通訳者配置日以外も利用可▲
障害福祉課np042－420－2804

日常生活用具給付事業の見直し
　日常生活用具給付事業について、次
のとおり見直しを行います。
□新規追加品目

用具名 基準額
体位変換器 　�１万5,000円
スリングシート 　�５万円
視覚障害者用
地上デジタル放送
受信ラジオ

　�２万9,000円

暗所視支援眼鏡 　39万5,000円

連 絡 帳
市からの ※詳細は下記へお問い合わせください。▲

障害福祉課np042－420－2804

児童手当・児童育成手当の現況届
子育て・教育

　６月１日時点で児童手当を受給して
いる方で現況届の提出が必要な方と児
童育成手当（育成手当・障害手当）を受
給している方全員に、各手当の現況届
を送付しますので、期限までにご提出
ください。
□提出期限　６月30日㈮
□提出場所・方法
● �子育て支援課（田無第二庁舎２階）、
市民課（防災・保谷保健福祉総合セ
ンター１階）、出張所へ持参

●�〒188－8666市役所子育て支援課
へ郵送

●�電子申請「ぴったりサービス」　
※児童育成手当を除く�　　　▲
子育て支援課np042－460－9840

小学校教科用図書の見本本の展示
　令和６年度使用の小学校の教科書を
採択するため、見本本を展示します。
□展示期間　６月３日㈯～７月２日㈰
a・b　※㈪・第３㈮は休館
●中央図書館
　㈫～㈮：午前９時～午後８時
　㈯・㈰：午前９時～午後６時
●柳沢・保谷駅前・ひばりが丘図書館
　㈫～㈮：午前10時～午後８時
　㈯・㈰：午前10時～午後６時▲

教育指導課np042－420－2827

０歳児一時保育
　７月３日㈪から０歳児一時保育を開
始します。
d在住で認可保育所などに入所してい
ない生後３カ月～１歳未満の子ども
□実施日　㈪～㈮　
※年末・年始・㈷を除く
□実施園
向台・ひがし・すみよし・なかまち・
けやき保育園
□保育時間
●午前９時30分～午後０時30分
●午後１時30分～４時30分
g1,200円
※食事・おやつなどの提供なし
□利用者登録　６月１日㈭から幼児教
育・保育課（田無第二庁舎２階）で利用
者登録を受け付けます。利用を希望す
る方は、利用者登録が必要になります。
※提出書類など詳細は市kまたは下
記へお問い合わせください。▲

幼児教育・保育課np042－460－9842

防災市民組織補助金説明会
くらし

a６月10日㈯午前10時～11時
b防災・保谷保健福祉総合センター６階
c防災市民組織の登録要件と補助金

の交付手続など

d市内で自主的な防災活動を行う、次
の条件を満たす組織
●登録済み　●登録を検討している　
●立ち上げを検討しているなど

iメールで件名「防災市民組織補助金
説明会参加希望」・組織名・参加者氏名・
連絡先を下記へ（１団体２人まで）
※詳細は下記へお問い合わせください。▲
危機管理課op042－438－4010
　mkikikanri@city.nishitokyo.lg.jp

わが家の耐震診断をしよう
　建物の設計図を基に簡易耐震診断を
行い、助言などを受けることができます。
a／b６月17日㈯午前９時30分～午
後０時30分／イングビル
d市内の地上２階建て以下の木造一
戸建てで、自ら所有し居住している住宅
※原則、昭和56年５月31日以前の建築
e８人（申込順）　※１人35分程度
i６月14日㈬までに、電話で下記へ
□相談員　西東京市・住みよい町をつ
くる会▲

住宅課op042－438－4052

緑と花の沿道推進事業補助制度
　みどりがあふれ、みどりに包まれて
いるまちづくりを推進するため、道路
に接する部分の沿道緑化費用の一部を
補助します。
□生垣・花壇の設置費用の補助金
● �20ｍを限度に１ｍにつき１万円（既
存塀などの撤去を伴わない場合は２
分の１）

□フェンスの緑化・造成
● �緑化：20ｍを限度に１ｍにつき
2,000円

● �造成：20ｍを限度に１ｍにつき
5,000円（既存塀などの撤去を伴わ
ない場合は、緑化助成のみ）

□生垣・花壇に改造する場合の既存塀
などの撤去費用の補助金
●20ｍを限度に１ｍにつき6,000円
※詳細は下記へお問い合わせください。▲

みどり公園課p042－438－4045

自治会・町内会等活性化補助金
説明会および懇談会開催
　市内の自治会・町内会およびマン
ション管理組合が行う活動に対する補
助金について説明します。併せて、団
体同士が交流する懇談会を行います。
a６月24日㈯午前10時～正午
b田無第二庁舎４階
i６月16日㈮までに、市kまたは電
話で下記へ▲

協働コミュニティ課np042－420－2821

高齢者保健と介護予防の一体的実施
市政

　後期高齢者一人一人に対し、フレイ
ルなどの心身の多様な課題に対応する
ために、きめ細やかな保健事業を切れ

パブリック
コメント 皆さんのご意見をお寄せください

※匿名意見は受け付けませんので、意見提出の際は、住所・氏名を必ずご記入ください。
※ご意見には個別に回答しません。

　市の重要な政策を策定する際に、原案を公表して広く市民の皆さんから意
見を求め、いただいた意見を考慮しながら政策を決定します。

事案名　庁舎統合方針の見直し　

▲

企画政策課p042－460－9800

策定趣旨 　平成28年12月に策定した「庁舎統合方針」のうち、庁舎統合の
時期の見直しを行います。

閲覧方法 ６月１日㈭から、情報公開コーナー・市k
対象 在住・在勤・在学者、市内に事務所または事業所がある法人・団体

提出期間 ６月１日㈭～30日㈮（必着）

提出方法

①①持参（企画政策課（田無庁舎３階））
②②郵送（〒188－8666市役所企画政策課）
③③ファクス（l042－460－7511）�④④市kから

⑤⑤メール（mkikaku@city.nishitokyo.lg.jp）

ポスター
セッション
a／b

●６月16日㈮午後２時～３時30分／向台コミュニティセンター
●　　18日㈰午前10時～11時30分／防災・保谷保健福祉総合センター６階
●　　18日㈰午後２時～３時30分／東伏見コミュニティセンター
●　　19日㈪午後２時～３時30分／北町コミュニティセンター
●　　20日㈫午後６時30分～８時／谷戸公民館
●　　21日㈬午前10時～11時30分／芝久保公民館
●　　21日㈬午後６時30分～８時／富士町市民集会所
●　　22日㈭午後６時30分～８時／イングビル
●　　24日㈯午後２時～３時30分／ひばりが丘公民館

検討結果の公表 ７月（予定）

６月は蚊の発生防止強化月間
　蚊はデング熱などの病気を媒介す
るおそれがあります。蚊の発生を抑え、
刺されないために気をつけましょう。
□対処法
● �不要な水たまり（植木鉢の受け皿・
空き缶・古タイヤ・じょうろなど）

をなくす
●�草むらや藪

やぶ

は定期的に手入れをする
●�蚊がいそうな場所では刺されない
ように長袖を着用、虫よけ剤を使
用する▲

環境保全課p042－438－4042


